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７
年
ぶ
り
に
、
税
率
等
を

改
定
し
ま
し
た

　
医
療
費
の
増
加
な
ど
に
伴
い
税

率
等
を
改
定
し
、
併
せ
て
所
得
の

低
い
世
帯
へ
の
軽
減
割
合
を
新
設

及
び
拡
充
し
ま
し
た
。
ま
た
、
地

方
税
制
改
正
に
よ
る
課
税
限
度
額

の
改
定
も
行
い
ま
し
た
。
詳
細
は

下
表
を
ご
覧
下
さ
い
。

　
国
保
財
政
の
厳
し
い
現
状
に
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

【
保
険
税
の
算
定
方
法
】

　
市
の
保
険
税
は
地
方
税
法
を
も

と
に
算
定
（
賦
課
）
し
て
い
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
次
の
３

つ
の
区
分
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。

加
入
者
の
医
療
費
に
充
て
ら
れ
る

①
医
療
分
②
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
の
ほ
か
、　
歳
～
　
歳
の
方
に

４０

６４

は
③
介
護
分
を
加
え
、
す
べ
て
の

合
計
が
月
割
り
で
課
税
さ
れ
ま
す

（
上
表
参
照
）。

　
７
月
７
日
に
お
送
り
す
る
納
税

通
知
書
は
、
５
月
末
日
ま
で
の
届

出
内
容
及
び
保
険
年
金
課
で
把
握

し
た
前
年
所
得
を
基
に
算
定
し
て

い
ま
す
。
６
月
以
降
の
加
入
・
脱

退
の
手
続
き
や
、
６
月
以
降
に
取

得
し
た
所
得
情
報
は
反
映
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
を
反
映
し
た

納
税
通
知
書
は
、
８
月
中
旬
に
お

送
り
し
ま
す
。

【
非
自
発
的
失
業
者
の
方
は
保
険

税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
】

対
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
例
…
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る

離
職
）
ま
た
は
雇
用
保
険
の
特
定

理
由
離
職
者
（
例
…
雇
い
止
め
な

ど
に
よ
る
離
職
）
で
あ
っ
て
受
給

資
格
が
あ
る
方
で
す
。

軽
減
額
前
年
の
給
与
所
得
を
そ
の

３
割
と
み
な
し
て
課
税

軽
減
期
間
離
職
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の
期
間

※
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
を
受
け

る
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
国
民
健
康
保
険
証

②
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
離

職
理
由
の
番
号
　
、　
、　
、　
、

１１

１２

２１

２２

　
、　
、　
、　
、　
の
記
載
の

２３

３１

３２

３３

３４

あ
る
も
の
）

③
印
鑑

活 渇潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟
　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、

低
価
格
で
安
全
性
や
効
き
目
は
新

薬
と
同
等
と
認
め
ら
れ
て
い
る
後

発
医
薬
品
の
こ
と
で
す
。
安
全
性

も
品
質
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、
薬
代
が

平
均
で
３
割
か
ら
５
割
節
約
で
き

ま
す
。

　
市
で
は
、
毎
年
増
加
傾
向
に
あ

る
医
療
費
の
適
正
化
を
図
り
、
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
促
進

の
た
め
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
希
望
カ
ー
ド
」（
以
下
カ
ー
ド
）

を
配
布
し
ま
す
。
カ
ー
ド
を
医
療

機
関
で
提
示
す
る
こ
と
で
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る
意

思
が
あ
る
こ
と
が
簡
単
に
伝
わ
り

ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。

　
カ
ー
ド
は
、
７
月
に
発
送
す
る

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通

知
書
に
１
枚
同
封
し
ま
す
。
ま

た
、
保
険
年
金
課
や
各
市
民
セ
ン

タ
ー
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
製
造
さ
れ
て
い
な
い
薬
や
、
取

り
扱
い
の
な
い
調
剤
薬
局
も
あ
り

ま
す
の
で
、
医
師
、
薬
剤
師
に
ご

相
談
下
さ
い
。

問
保
険
給
付
係
辺辺
７
２
４
・
２
１

３
０
、
高
齢
者
医
療
係
辺辺
７
２
４

・
２
１
４
４

【
保
険
税
の
減
免
】

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
生

活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
税
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
減
免
の
申
請
が
で
き

ま
す
。

○
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受

け
た

○
病
気
、
負
傷
な
ど
に
よ
り
所
得

が
一
定
以
下
に
減
少
し
、
就
労
復

帰
の
見
込
み
が
な
い

○
非
自
発
的
失
業
や
休
廃
業
に
よ

り
所
得
が
一
定
以
下
に
減
少
し
た

（
非
自
発
的
失
業
者
の
保
険
税
軽

減
に
該
当
さ
れ
る
場
合
を
除
く
）

※
減
免
の
詳
し
い
基
準
に
つ
い
て

は
保
険
加
入
係
に
ご
相
談
下
さ

い
。

保険特集保険特集保険特集保険特集

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料

保険税（料）の納税（入）通知書を
お送りします

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健国民健康康康康康康康康康康康
保保保保保保保保保保 険険険険険険険険険険保 険 税税税税税税税税税税税
問保険年金課保険加入係

辺７２４・２１２４
返７２４・１１８２

２０１１年度　税額（率）表　　表内カッコは２０１０年度分
介護分③

※４０～６４歳の方
後期高齢者
支援金分②医療分①区分

　１．１７％
（１．０５％）

　１．３８％
（１．２７％）

　４．０８％
（３．７３％）

所得割額Ａ
加入者個々の前年所得
に対して右欄の税率を
かけて算定します。

年８，４００円
（７，５００円）

年６，８００円
（６，０００円）

年１９，７００円
（１７，４００円）

均等割額Ｂ
加入者１人について

年３，０００円
（据え置き）

年３，０００円
（据え置き）

年９，０００円
（据え置き）

平等割額Ｃ
１世帯について

年１２万円
（１０万円）

年１４万円
（１３万円）

年５１万円
（５０万円）

課税限度額
世帯単位で計算したＡ
・Ｂ・Ｃ欄の合計額が
右欄の額を超えた場
合、年税額はそれぞれ
右欄の金額になりま
す。

所得に係る軽減割合の新設及び拡充
　賦課期日現在、世帯主と加入者及び特定同一世帯所属者（後期高齢者に移行して
から５年以内の旧国保加入者）の所得の合計額が下記のとおり判明している世帯に
対しては、それぞれの軽減率で減額を行います。

◆３３万円以下
　……均等割額・平等割額軽減率＝１０分の７（２０１０年度は１０分の６）
◆３３万円＋２４万５千円×（加入者と特定同一世帯所属者〔いずれも世帯主を除く〕
の数）の額以下
　……均等割額・平等割額軽減率＝１０分の５（２０１０年度は１０分の４）
◆３３万円＋３５万円×（加入者と特定同一世帯所属者の数）の額以下
　……均等割額・平等割額軽減率＝１０分の２　（新設）

※１９４６年１月１日以前に生まれた方で、公的年金等の受給者の方は、公的年金所得
から１５万円を限度に控除があります。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品品

希
望
カ
ー
ド

希
望
カ
ー
ド
をを

配
布
し
ま

配
布
し
ま
すす

東
日
本
大
震
災
で

東
日
本
大
震
災
で
 

被
災
さ
れ
た
方

被
災
さ
れ
た
方
へへ

　
詳
細
に
つ
い
て
は
各
担
当
へ

ご
相
談
下
さ
い
。

○
６
月
末
ま
で
は
、
健
康
保
険

の
被
保
険
者
証
が
な
く
て
も
医

療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
（
保
険
加
入
係

辺辺
７
２
４
・
２
１
２
４
、
保
険

給
付
係
辺辺
７
２
４
・
２
１
３

０
、
高
齢
者
医
療
係
辺辺
７
２
４

・
２
１
４
４
）

○
６
月
末
ま
で
は
、
介
護
保
険

の
被
保
険
者
証
を
提
示
で
き
な

い
場
合
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

問
介
護
保
険
課
給
付
係
辺辺
７
２

１
・
３
１
３
６

○
申
請
し
て
い
た
だ
く
と
、
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
に
な
り

ま
す
。

問
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
辺辺

７
２
４
・
２
１
２
７

国民健康
保険用

後期高齢者
医療用

保険税（料）の納め方
保険税（料）のお支払い方法には、特別徴収と普通徴収があります。
実際の納付方法については、納税（入）通知書をご確認下さい。

介護保険料と後期高齢者医療保険料、または国民
健康保険税が年金天引きとなります。指特別徴収

後期高齢者医療保険料と国民健康保険税
については口座振替に変更することが
できます。詳細は、保険年金課納付係
へお問い合わせ下さい。

※介護保険料は、普通徴収に変更することはできません。

特別徴収の対象とならない方は、口座振替または
納付書で直接納めることになります。指普通徴収

★口座振替が便利です！
口座振替にすると納め忘れの心配がなく、一度手続きをすれば翌年度以降
からの分も自動的に引き落としになるので便利です。

国民健康保険で口座振替にしていた方でも、後期高齢者医療制度
に移行する方は改めて口座振替の申し込みが必要になります。

問国民健康保険税、後期高齢者医療保険料については
保険年金課納付係辺辺７２４・２１２５
介護保険料については介護保険課保険料係辺辺７２１・３１１０返７２１・０９１３

★コンビニエンスストアでもお支払いができます。
バーコード印字のない納付書は使用できません。

納期のご案内
≪特別徴収≫
４月、６月、８月　…　仮徴収
２０１１年２月と同額または前年度の賦課
状況を基に暫定的に天引きします。

１０月、１２月、２月　…　本徴収
７月の決定に基づいて年間保険税（料）
額からすでに年金天引きされた金額を
差し引いて天引きします。

※介護保険料では、仮徴収額と本徴収額に
差がある場合、８月から調整しています。
※６月または８月から特別徴収開始になる
方もいます。

≪普通徴収≫
７月、８月、９月、１０月 
１１月、１２月、１月、２月

※口座振替の登録をしている
方は納付期限日に引き落と
しとなります。

※９月までは普通徴収、１０月
からは特別徴収に切り替わ
る方もいます。納税（入）
通知書でご確認下さい。

納税（入）通知書発送日・送付先
送付先発送日種　類
世帯主※７月７日国民健康保険税
本人７月１５日後期高齢者医療保険料
本人７月１日介護保険料

※世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯の中に加入
者がいれば世帯主宛に通知書をお送りします。

ご注意を

ご注意を


